
(ご案内 )特定一般教育訓練給付制度のご活用について

制度の詳細については、最寄りのハローワークにお尋ねください。

特定一般教育訓練給付制度とは

働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的と
して、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。

給 付 の 内 容 教育訓練経費(受講料)の４０％が訓練修了後に支給されます。
※条件を満たせば教育訓練経費の50%が支給される場合がありますが、詳細は最寄りの
ハローワークにお尋ねください。

対 象 講 座

１. 介護支援専門員更新研修Ⅰ・Ⅱ
※更新研修Ⅰ、更新研修Ⅱ併せて連続受講・修了する方が対象

指定番号：３７２２００１－２４１００１３－２

２.  介護支援専門員更新研修Ⅱ
※２回目以降の更新の方のみが対象

指定番号：３７２２００１－２４１００２３－５

３. 介護支援専門員専門研修課程Ⅰ
指定番号：３７２２００１－２５２００１３－２

４.  介護支援専門員専門研修課程Ⅱ
指定番号：３７２２００１－２５２００２３－５

５.  介護支援専門員更新研修Ⅱ(１回目後期)
指定番号：３７２２００１－２５２００３３－８

給付条件(支給対象者)

ご自身が受給対象か否かについては最寄りのハローワークにお尋ねください。

裏面に続きます

厚生労働省 H P「教育訓練制度のご案内」より抜粋掲載
県内のハローワークは
こちらから確認できます。
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(ご案内 )特定一般教育訓練給付制度のご活用について

制度の詳細については、最寄りのハローワークにお尋ねください。

特定一般教育訓練給付を受給するまでの流れ

講 座 の 内 容 に 関 す る ご 質 問 は 以 下 ま で 、 お 問 合 せ 下 さ い 。

〒760-0017 香川県高松市番町一丁目10番35号
公益財団法人かがわ健康福祉機構 研修部 TEL087-835-3807 FAX087-835-4777

教育訓練給付制度の申請等については、最寄りのハローワークにお尋ねください。

特定一般教育訓練制度
のご案内

↓↓↓

厚生労働省発行リーフレット

制度の詳細・申請に関
するハローワークへの

お問合せは
↓↓↓

厚 生 労 働 省 香 川 労 働 局
ホ ー ム ペ ー ジ
「 ハ ロ ー ワ ー ク 一 覧 」

教育訓練給付制度に
ついて知りたい方は

↓↓↓

厚生労働省発行リーフレット
「教育訓練給付制度のご案内」

(※)原則、講座の受講開始２週間前まで
に、訓練前キャリアコンサルティングを
受け、ジョブ・カードを作成し、ハロー
ワークにおいて受給資格確認を行うこと
が必要
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